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○ 説 明 順  

 

１  報 告 第 ４ 号 ～ 報 告 第 ５ 号  （ 降 壇 ）  

 

２  議 案 第 6 2 号 ～ 議 案 第 7 1 号  （ 降 壇 ）  

 

 

 

 

 

 

平 成 2 9年 ９ 月 1 2日 提 出  

平 成 2 9年 ９ 月 2 0日 提 出  
 

 

伊 佐 市 長 
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 報 告 第 ４ 号 及 び 報 告 第 ５ 号 の ２ 件 に つ い て 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 

 ま ず 、 報 告 第 ４ 号 「 平 成 28年 度 伊 佐 市 健 全 化 判 断 比 率 」

に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 本 件 に つ き ま し て は 、地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関

す る 法 律 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、平 成 28年 度 決 算 に お

け る「 実 質 赤 字 比 率 」、「 連 結 実 質 赤 字 比 率 」、「 実 質 公 債 費

比 率 」及 び「 将 来 負 担 比 率 」に つ い て 、監 査 委 員 の 意 見 を

付 け て こ こ に 報 告 す る も の で あ り ま す 。  

 平 成 28年 度 決 算 に お け る「 実 質 赤 字 比 率 」及 び「 連 結 実

質 赤 字 比 率 」は 、赤 字 額 が な い こ と に よ り 算 定 さ れ ま せ ん

で し た 。ま た 、「 実 質 公 債 費 比 率 」は 9.1パ ー セ ン ト と「 早

期 健 全 化 基 準 」 を 超 え な い も の で あ り 、「 将 来 負 担 比 率 」

に つ い て は 、償 還 に 充 当 可 能 な 財 源 が 将 来 負 担 額 を 上 回 り

算 定 さ れ ま せ ん で し た の で 、健 全 な 財 政 運 営 と な っ て お り

ま す 。  

 

 次 に 報 告 第 ５ 号「 平 成 28年 度 伊 佐 市 資 金 不 足 比 率 」に つ

い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 本 件 に つ き ま し て は 、地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関

す る 法 律 第 22条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、平 成 28年 度 決 算 に お

け る 各 公 営 企 業 の 資 金 不 足 比 率 に 係 る 状 況 を 、監 査 委 員 の

意 見 を 付 け て こ こ に 報 告 す る も の で あ り ま す 。  

 平 成 28年 度 決 算 に お い て 、本 市 の 公 営 企 業 で あ る「 水 道

事 業 会 計 」、「 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 」及 び「 農 業 集 落 排 水

事 業 特 別 会 計 」 は 、 い ず れ も 資 金 不 足 額 を 生 じ て お ら ず 、

資 金 不 足 比 率 は 算 定 さ れ ま せ ん で し た 。  

 

 以 上 で 報 告 ２ 件 の 説 明 を 終 わ り ま す 。  

 

 降  壇  
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 追 加 提 案 い た し ま し た 議 案 第 62 号 か ら 議 案 第 71 号 ま で

に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 ま ず 、議 案 第 62号「 財 産 の 取 得 」に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 本 件 に つ き ま し て は 、市 内 小 中 学 校 の 教 育 の 情 報 化 に 関

し 、Ｉ Ｃ Ｔ の 内 容 を よ り 一 層 充 実 し 、効 果 的 に 授 業 に 活 用

す る た め 、教 育 用 コ ン ピ ュ ー タ の 更 新 及 び タ ブ レ ッ ト パ ソ

コ ン 等 の 購 入 に 係 る 仮 契 約 を 、パ ス テ ム ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ

株 式 会 社 と ８ 月 25日 に 締 結 し ま し た の で 、地 方 自 治 法 第 96

条 第 １ 項 第 ８ 号 及 び 伊 佐 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及

び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、

議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 63号 か ら 議 案 第 70号 ま で に つ い て 説 明 申 し

上 げ ま す 。  

 

 議 案 第 63号「 平 成 28年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認

定 に つ い て 」  

 議 案 第 64号「 平 成 28年 度 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会

計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て 」  

 議 案 第 65号「 平 成 28年 度 伊 佐 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 歳

入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て 」  

 議 案 第 66号「 平 成 28年 度 伊 佐 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会

計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て 」  

 議 案 第 67号「 平 成 28年 度 伊 佐 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て 」  

 議 案 第 68号「 平 成 28年 度 伊 佐 市 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 歳

入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て 」  

 議 案 第 69号「 平 成 28年 度 伊 佐 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会

計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て 」  

 議 案 第 70号「 平 成 28年 度 伊 佐 市 水 道 事 業 会 計 決 算 認 定 に
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つ い て 」  

 

 こ れ ら ８ 件 の 議 案 に つ き ま し て は 、 地 方 自 治 法 第 233条

第 ３ 項 又 は 地 方 公 営 企 業 法 第 30条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 、そ

れ ぞ れ の 決 算 を「 主 要 な 施 策 の 成 果 説 明 書 」、「 基 金 の 運 用

状 況 」、 監 査 委 員 の 審 査 に よ る 「 歳 入 歳 出 決 算 及 び 基 金 運

用 状 況 審 査 意 見 書 」を 添 え て 、議 会 の 認 定 に 付 す る も の で

あ り ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 71号「 平 成 29年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 ５ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、姉 妹 都 市 で あ る 喜 界 町 で の 豪 雨 災 害 に 対

す る 支 援 に 要 す る 経 費 に つ い て 、新 た に 措 置 し た も の で あ

り 、総 務 費 に つ き ま し て 、喜 界 町 へ の 職 員 派 遣 及 び 寄 附 に

要 す る 経 費 に つ い て 、 新 た に 措 置 し て お り ま す 。  

 

 こ の 財 源 に つ き ま し て は 、繰 入 金 に 追 加 の 措 置 を 講 じ て

お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 152

万 ６ 千 円 を 追 加 し 、歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ

れ 179億 8, 4 2 0万 ９ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 以 上 、議 案 10件 に つ い て の 説 明 を 終 わ り ま す 。よ ろ し く

ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

 

降  壇  


